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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技に関する制御を行う制御基板と、
　透明な部材で形成された遊技盤ベースを備える遊技盤と、
　前記遊技盤ベースの裏面側に配設され、所定の画像を表示可能な表示装置と、
　前記制御基板と電気的に接続され、前記遊技盤と前記表示装置との間に配置される内部
部材を有し、前記遊技盤に配置される遊技部材と、
　前記遊技盤と前記表示装置との間に設けられ、前記内部部材を配置するためのスペース
を形成するスペーサと、
を備えた遊技機において、
　前記表示装置は、
前記透明な遊技盤ベースを介して正面側から視認可能であり、
　前記スペーサは、
　遊技盤ベースに対して着脱自在に取り付けられ、
　前記遊技部材に向かって延出されるリブと、
　前記リブの内部に前記内部部材を挿通する孔と、
からなる隠蔽部を設け、
　前記隠蔽部は、前記スペーサと一体成型され、前記透明な遊技盤ベースを介して正面か
ら視認可能となる内部部材を隠蔽することを特徴とする遊技機。
【請求項２】
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　前記スペーサは、前記表示装置に設けられた表示領域を視認可能とする貫通孔が設けら
れていることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の弾球遊技機などの遊技機においては、遊技機内部の配線部材や構成部材を遊技者
が視認できないようにするとともに、液晶表示装置の表示領域を遊技者が視認できるよう
に、遊技盤の裏面であって、配線部材や構成部材の前面側に、所定のシート部材が設けら
れていた（例えば、特許文献１、図２参照）。この所定のシート部材においては、配線部
材や構成部材を、遊技者が視認不可能にするための不透光性部材と、液晶表示装置の表示
領域を遊技者が視認可能とするための透光性部材とにより構成されている。
【０００３】
　これにより、正面から見て、遊技機内部の配線部材や構成部材は、不透光性部材で隠蔽
されるので、遊技者は、遊技機内部の配線部材等を視認することがなく、遊技機の外観を
美しくないと感じてしまう事態が回避される。
【特許文献１】特開２０００－４２１８１号公報、図２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来技術では、以下のような問題があった。液晶表示装置の表
示領域を視認可能にするための透光性部材の領域は、遊技機内部の配線部材や構成部材を
隠蔽するための不透光性部材の領域以外の領域に制限されていた。従って、遊技機内部の
配線部材や構成部材を隠蔽するためには、不透光性部材などの隠蔽部材の存在により、液
晶表示装置の表示領域の大きさが制限されてしまうという問題があった。
【０００５】
　本発明は、以上のような問題点に鑑みてなされたものであり、遊技機内部の部材を隠蔽
するとともに、表示装置の表示領域の大きさが制限されてしまうことを回避できる遊技機
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以上の問題点を解決するために、本発明の遊技機は、遊技に関する制御を行う制御基板
と、透明な部材で形成された遊技盤ベースを備える遊技盤（例えば、遊技盤３０）と、前
記遊技盤ベースの裏面側に配設され、所定の画像を表示可能な表示装置（例えば、液晶表
示装置７０）と、前記制御基板と電気的に接続され、前記遊技盤と前記表示装置との間に
配置される内部部材（例えば、配線１１３）を有し、前記遊技盤に配置される遊技部材（
例えば、普通図柄始動ゲート９など）と、前記遊技盤と前記表示装置との間に設けられ、
前記内部部材を配置するためのスペースを形成するスペーサ（例えば、スペーサ１１０）
と、を備えた遊技機において、前記表示装置は、前記透明な遊技盤ベースを介して正面側
から視認可能であり、前記スペーサは、遊技盤ベースに対して着脱自在に取り付けられ、
前記遊技部材に向かって延出されるリブと、前記リブの内部に前記内部部材を挿通する孔
と、からなる隠蔽部（例えば、普通図柄作動隠蔽部１１２）を設け、前記隠蔽部は、前記
スペーサと一体成型され、前記透明な遊技盤ベースを介して正面から視認可能となる内部
部材を隠蔽することを特徴とするものである。
 
【０００７】
　本発明によれば、スペーサには、遊技盤ベースと表示装置との間に内部部材（例えば、
配線や各種の部材など）を覆い隠すための隠蔽部が設けられているので、遊技者は、上記
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の内部部材を視認することが不可能となり、遊技機の外観を美しくないと感じてしまう事
態が回避される。
【０００８】
　また、遊技盤と表示装置との間に設けられたスペーサに、上記の隠蔽部が設けられてい
るので、遊技機において、正面から見て隠蔽部と表示装置とを重ねるような配置の実現が
可能である。これにより、遊技機内部の部材を隠蔽するために、隠蔽部の存在により、表
示装置の表示領域の大きさが制限されてしまうことはない。
　また、前記スペーサは、前記表示装置に設けられた表示領域を視認可能とする貫通孔が
設けられているため、正面側から見て表示領域が視認可能である。
【０００９】
　従って、本発明によれば、遊技機内部の部材を隠蔽するとともに、表示装置の表示領域
の大きさが制限されてしまうことが回避できる。
【００１０】
　また、本発明によれば、遊技盤上に、隠蔽部を設ける必要がないので、遊技盤上の遊技
領域を狭めてしまい、遊技者による遊技の興趣を損なってしまう事態が回避される。
【００１１】
　また、上記発明において、前記隠蔽部は、前記スペーサと一体成型されていることが好
ましい。この場合には、隠蔽部と、スペーサとを別々に設ける必要がないので、遊技機を
構成する部品数の削減が図れるとともに、遊技機を構成する部品の製造工程を簡略化でき
る。
【００１２】
　また、上記発明において、前記内部部材は、前記遊技部材の配線部材（例えば、配線１
１３）であり、前記隠蔽部は、前記スペーサから延出された部分により構成されており、
前記隠蔽部は、前記配線部材を支持可能に構成されるようにしてもよい。
【００１３】
　この場合には、隠蔽部は、スペーサから延出された部分により構成（例えば、リブ形構
造などの構成）されており、配線部材を支持可能に構成されているので、遊技者が配線部
材を視認不可能にするとともに、配線部材が隠蔽部から外れて、遊技者に視認されてしま
うような事態を確実に防止できる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、遊技機内部の部材を隠蔽するとともに、表示装置の表示領域の大きさ
が制限されてしまうことを回避できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本実施形態における弾球遊技機１（以下、遊技機１という）の構成について、図面を参
照しながら説明する。図１は、本実施形態における遊技機１の全体を示す斜視図であり、
図２は、上記遊技機１を構成する各部を分解した様子を示す分解説明図であり、図３は、
後述するスペーサ１１０が裏面に取り付けられた遊技盤３０の構成を示す正面図である。
【００１６】
　また、図４は、スペーサ１１０が裏面に取り付けられた遊技盤３０の構成を示す正面斜
視図であり、図５は、スペーサ１１０の構成を示す正面斜視図であり、図６は、スペーサ
１１０が裏面に取り付けられた遊技盤３０の構成を示す裏面図であり、図７は、スペーサ
１１０が取り付けられた遊技盤３０を、遊技盤３０と、スペーサ１１０とに分解した様子
を示す正面斜視図であり、図８は、その裏面斜視図である。
【００１７】
　図２に示すように、遊技機１は、ガラス枠１０と、皿部２０と、発射ユニット４０と、
遊技盤３０と、ベースドア６０と、液晶表示装置７０と、遊技場に設けられる遊技島に固
定するための外枠８０と、第１ユニット部９０と、第２ユニット部１００とを有する。
【００１８】
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　ガラス枠１０は、ベースドア６０に対して、開閉自在に軸着されている。具体的には、
以下の通りである。図２に示すように、ベースドア６０の前面の左上部及び左下部には、
ヒンジ凹部６０ｆ（凹みの様子は図示せず）が設けられており、前面の左中部には、ヒン
ジ凸部６０ｇ（凸の様子は図示せず）が設けられている。また、ガラス枠１０の裏面の左
上部には、ヒンジ凸部（図示せず）が設けられており、裏面の左下部には、ヒンジ凹部（
図示せず）が設けられている。そして、ベースドア６０の前面の左上部に設けられたヒン
ジ凹部６０ｆに、ガラス枠１０に設けられたヒンジ凸部が嵌め込まれるとともに、ヒンジ
凸部６０ｇが、ガラス枠１０に設けられたヒンジ凹部に嵌め込まれることにより、ベース
ドア６０に対して、ガラス枠１０が開閉可能に取り付けられる。このガラス枠１０には、
遊技盤３０の前面を覆うための前面ガラス１１が嵌め込まれている。
【００１９】
　皿部２０は、図２に示すように、ガラス枠１０の下方に位置するように、ベースドア６
０に配設されている。具体的には、以下の通りである。ベースドア６０の前面の左下部に
設けられたヒンジ凹部６０ｆに、皿部２０の裏面に設けられたヒンジ凸部（図示せず）が
嵌め込まれることにより、ベースドア６０に対して、皿部２０が開閉可能に取り付けられ
る。
【００２０】
　発射ユニット４０は、図１に示すように、皿部２０の側方に位置するように、ベースド
ア６０に配設されている。この発射ユニット４０には、図２に示すように、遊技者により
操作可能な発射ハンドル４０ａが配設されている。発射ハンドル４０ａは、回動自在に設
けられており、遊技者によって発射ハンドル４０ａが操作されることにより、遊技球が遊
技盤３０上の遊技領域３３に投入される。
【００２１】
　なお、この発射ユニット４０に設けられた係止片（図示せず）が、ベースドア６０の右
下方に設けられた係止穴に、係止されることにより、発射ユニット４０がベースドア６０
に取り付けられる。
【００２２】
　遊技盤３０は、図２に示すように、前面ガラス１１の後方に位置するように、ベースド
ア６０の前方に配設されている。遊技盤３０は、その前面に、発射された遊技球が転動可
能な遊技領域３３を有する。この遊技領域３３は、ガイドレール３４に囲まれ、遊技球が
転動可能な領域である。具体的には、遊技盤３０がベースドア６０の前面に取り付けられ
た状態では、遊技盤３０の遊技領域３３は、正面側から見て、ベースドア６０の開口部６
０ｅと重なる位置に配置される。
【００２３】
　また、遊技盤３０を構成する遊技盤ベース３２の少なくとも一部は、液晶表示装置７０
の表示領域７０ａを正面側から見て視認可能な透明な部材で形成されている。この透明部
材は、無色透明のアクリル樹脂材、ボリカーボネート樹脂又はポリアリレート樹脂等の合
成樹脂で形成することができる。本実施形態では、遊技盤ベース３２の全部が透明な部材
で形成されているとする。但し、遊技盤ベース３２の一部が透明な部材で形成されている
場合も本発明は同様に適用できる。
【００２４】
　また、図１、図３、図４に示すように、遊技盤３０においては、遊技盤ベース３２上に
、遊技部材として、第１遊技球誘導部材３、第２遊技球誘導部材４、一般入賞口５，始動
口６、アウト口７、大入賞口８、普通図柄作動ゲート９，転動中の遊技球と接触すると回
転する風車１３が配設されている。
【００２５】
　第１遊技球誘導部材３及び第２遊技球誘導部材４は、遊技球の流下方向を大きく変化さ
せるものである。第１遊技球誘導部材３は、遊技球が流下可能な遊技領域３３の上方に位
置するように配設され、遊技盤ベース３２の面に対して直角に立設された壁体から構成さ
れる。第２遊技球誘導部材４は、当該遊技領域の下方に位置するように配設され、遊技盤
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ベース３２の面に対して直角に立設された壁体から構成される。
【００２６】
　一般入賞口５は、当該一般入賞口５に遊技球が入球すると所定数（例えば、１５個）の
遊技球（賞球）が払い出されるように構成されており、遊技球の入球により遊技者に所定
の利益（賞球の払い出し）を付与するためのものである。始動口６は、当該始動口６に遊
技球が入球すると大当り判定用の乱数値及び大当り図柄決定用の乱数値などが抽出される
ように構成されている。アウト口７は、始動口６や大入賞口８や一般入賞口５などのいず
れにも入球しなかった遊技球を受け入れる。大入賞口８は、特定領域（いわゆるＶゾーン
）と一般領域とを具備し、大当り判定用の乱数値に基づく大当り判定の結果に応じ、所定
の設定に従って開閉するように制御される。普通図柄作動ゲート９は、当該普通図柄作動
ゲート９を遊技球が通過すると当り判定用の乱数値などが抽出されるように構成されてい
る。
【００２７】
　図３に示すように、遊技盤ベース３２の各所定位置には、係止孔３０ａが設けられてい
る。この係止孔３０ａは、スペーサ１１０の所定位置に設けられた係止片１１１（後述す
る）が係止されるためのものである。
【００２８】
　また、図６に示すように、遊技盤ベース３２の裏面には、誘導路部３ａ，４ａが配設さ
れている。この誘導路部３ａは、第１遊技球誘導部材３の下方に設けられた２つの孔に投
入された遊技球を、誘導路部４ａに誘導させるためのものである。誘導路部４ａは、誘導
路部３ａから送られてきた遊技球を、第２遊技球誘導部材４の下方に設けられた孔から排
出するためのものである。
【００２９】
　また、図６に示すように、遊技盤ベース３２の裏面には、裏面側から見て始動口６と重
なる位置に、始動口ユニット部６ａが配設されている。この始動口ユニット部６ａには、
始動口６に具備されている始動領域を遊技球が通過したことを検出する始動入賞球スイッ
チや、始動口６に具備されている１対の羽根を開閉するための始動口ソレノイドなどが設
けられている。また、図６に示すように、遊技盤ベース３２の裏面には、裏面側から見て
大入賞口８と重なる位置に、大入賞口ユニット部８ａが配設されている。この大入賞口ユ
ニット部８ａには、大入賞口８の扉を開閉する大入賞口ソレノイドや、大入賞口８に具備
されている特定領域や一般領域を通過した遊技球の数を計数するためのスイッチなどが設
けられている。
【００３０】
　図２、図４などに示すように、遊技盤３０の裏面には、スペーサ１１０が取り付けられ
ている。このスペーサ１１０は、遊技機１において、遊技盤３０と液晶表示装置７０との
間に設けられている。スペーサ１１０は、主に、遊技盤３０と液晶表示装置７０との間に
配置される部品や配線などのためのスペースを確保するためのものである。なお、スペー
サ１１０には、電飾用の部材や、各種の中継基板などが取り付けられていても良い。この
スペーサ１１０の詳細な説明は後述する。
【００３１】
　また、遊技盤３０の裏面には、図６，図８に示すように、一般入賞口５に受け入れられ
た遊技球を通過させるための通路である遊技球通路部１２０が配設されている。この遊技
球通路部１２０の下端部には、開口が形成されている。一般入賞口５から送られてきた遊
技球が遊技球通路部１２０に送られると、遊技球が遊技球通路部１２０を通過し、下端部
の開口から遊技機１の外部に排出される。
【００３２】
　ベースドア６０は、図２に示すように、ガラス枠１０、遊技盤３０、皿部２０，発射ユ
ニット４０が遊技機１の正面から見て、前面側から取り付けられる本体部である。ベース
ドア６０は、外枠８０に軸着されている。具体的には、以下の通りである。外枠８０の前
面の左上部及び左下部には、ヒンジ凸部８０ａが設けられている。また、ベースドア６０
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の前面の左上部及び左下部には、ヒンジ凹部６０ｃが設けられている。そして、ヒンジ凹
部６０ｃに、ヒンジ凸部８０ａが嵌め込まれることにより、外枠８０に対して、ベースド
ア６０が開閉可能に取り付けられる。
【００３３】
　また、ベースドア６０には、４つの所定位置に、それぞれ、留め部材６１が設けられて
いる。留め部材６１の機能の説明は、以下の通りである。図２に示すように、遊技盤ベー
ス３２の４つの角部分には、孔部３１が設けられている。この留め部材６１においては、
板部６１ａと、留め部材６１が遊技盤ベース３２の孔部３１に嵌め込まれたときに、回転
操作により遊技盤ベース３２がベースドア６０から抜けない位置又は遊技盤ベース３２が
ベースドア６０から抜ける位置に、板部６１ａを配置させるための回転部６１ｂとが設け
られている。これにより、遊技盤ベース３２の４つの孔部３１に、ベースドア６０に設け
られた４つの留め部材６１を嵌め込み、回転部６１ｂを用いた回転操作により、遊技盤ベ
ース３２がベースドア６０から抜けない位置に、板部６１ａを配置させることができる。
また、回転部６１ｂを用いた回転操作により、遊技盤ベース３２がベースドア６０から抜
ける位置に、板部６１ａを配置させることができ、遊技盤３０をベースドア６０から取り
出すこともできる。
【００３４】
　また、図２に示すように、ベースドア６０の略中央には、開口部６０ｅが設けられてい
る。そして、ベースドア６０の裏面であって、開口部６０ｅの端辺近傍には、液晶表示装
置７０が収納されるための支持部１３０が取り付けられている。この支持部１３０には、
正面から見て表示領域７０ａが開口部６０ｅから臨むように、液晶表示装置７０が収納さ
れる。また、液晶表示装置７０は，所定の画像（例えば、演出画像）を表示可能な表示領
域７０ａと、表示領域７０ａの周囲に配設された表示枠７０ｂとを有する。
【００３５】
　ベースドア６０の前面の上方には、図２に示すように、スピーカ５０を嵌め込むことが
可能な開口部６０ｄが設けられており、この開口部６０ｄに、スピーカ５０が嵌め込まれ
る。
【００３６】
　第１ユニット部９０は、遊技球を貯留するための球貯留タンク、球貯留タンクに貯留さ
れた遊技球を遊技者に対して払い出す（貸球又は賞球として払い出す）払出装置、球貯留
タンクから供給された遊技球を整列させて払出装置に送出する球整流路部、貸球や賞球な
どの遊技球の通路である遊技球通路などにより構成される。第１ユニット部９０は、ベー
スドア６０の裏面に開閉自在に軸着されている。
【００３７】
　また、第２ユニット部１００は、液晶表示装置７０に表示する図柄の表示制御を行う図
柄制御基板、遊技盤３０の前面などに配設された各種ランプの点灯、点滅制御などを行う
ランプ制御基板、大当たり判定といった遊技処理全般を制御する主制御基板、貸球、賞球
の払い出しに関する制御を行う払出基板、各基板の動作に必要な電源を供給する電源基板
を有する。第２ユニット部１００は、ベースドア６０の裏面に開閉自在に軸着されている
。
【００３８】
（スペーサ１１０について）
　図５に示すように、スペーサ１１０には、正面側から見て表示領域７０ａを視認可能と
するための貫通孔１１０ａが設けられている。
【００３９】
　また、スペーサ１１０は、遊技盤ベース３２に対して、着脱可能に構成されている。具
体的には、図５に示すように、スペーサ１１０の前面の各所定位置には、遊技盤ベース３
２に設けられた係止孔３０ａに着脱可能に係止されるための係止片１１１が設けられてい
る。そして、図７，８に示すように、スペーサ１１０に設けられた各係止片１１１の位置
と、遊技盤ベース３２に設けられた各係止孔３０ａの位置とがそれぞれ合わせられて、各
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係止片１１１は、それぞれ、各係止孔３０ａに対して、取り外し可能に係合される。これ
により、各係止片１１１は、各係止孔３０ａに着脱可能に係止される。
【００４０】
　また、スペーサ１１０には、遊技盤３０と液晶表示装置７０との間に設けられた内部部
材（例えば、遊技部材に関連するセンサーなどの配線など）を覆い隠すための隠蔽部（後
述の始動口隠蔽部６ｂ、一般入賞口隠蔽部５ａ、普通図柄作動隠蔽部１１２）が設けられ
ている。
【００４１】
　図５、図６に示すように、スペーサ１１０の貫通孔１１０ａの下方の端部の中央近傍に
は、スペーサ１１０から延出された部分である始動口隠蔽部６ｂが設けられている。始動
口隠蔽部６ｂは、始動口ユニット部６ａの配線などの部材を、遊技機の正面から見て覆い
隠すためのものである。具体的には、始動口隠蔽部６ｂの裏面には、始動口ユニット部６
ａの配線などの部材が配置されている。この結果、遊技者は、正面から見て、上記配線な
どの部材を視認することができない。また、図６に示すように、始動口隠蔽部６ｂの内部
には、スペーサ１１０が遊技盤３０に取り付けられたときに、遊技盤ベース３２に設けら
れた始動口ユニット部６ａが収納される。
【００４２】
　図５に示すように、スペーサ１１０の貫通孔１１０ａの下方の端部において、始動口隠
蔽部６ｂの両側部には、スペーサ１１０から延出された部分である一般入賞口隠蔽部５ａ
が設けられている。一般入賞口隠蔽部５ａは、一般入賞口５を通過した遊技球を検出する
センサーなどの配線などの部材を遊技機１の正面から見て覆い隠すためのものである。具
体的には、一般入賞口隠蔽部５ａの裏面には、上記センサーの配線などの部材が配置され
ている。この結果、遊技者は、正面から見て、上記配線などの部材を視認することができ
ない。
【００４３】
　また、図５に示すように、スペーサ１１０において、始動口隠蔽部６ｂの下方には、大
入賞口ユニット用孔部８ｂが設けられている。この大入賞口ユニット用孔部８ｂは、スペ
ーサ１１０が遊技盤３０に取り付けられたときに、遊技盤ベース３２に設けられた大入賞
口ユニット部８ａを収納するためのものである。
【００４４】
　また、図５、図７に示すように、正面から見て、スペーサ１１０の貫通孔１１０ａの左
端部には、スペーサ１１０から延出された部分である普通図柄作動隠蔽部１１２が設けら
れている。ここで、図６に示すように、普通図柄作動隠蔽部１１２の左右方向の長さは、
遊技盤３０にスペーサ１１０が取り付けられたときに、普通図柄作動隠蔽部１１２の左方
向（裏面から見て左方向）における先端部が、普通図柄作動ゲート９と重なるような長さ
である。普通図柄作動隠蔽部１１２は、図５に示すように、Ｕ字型のリブ１１２ａと、こ
のＵ字型のリブ１１２ａに挟まれた孔１１２ｂとを有する。
【００４５】
　図９は、図８において普通図柄作動隠蔽部１１２の周辺を拡大した様子を示す図である
。ここで、遊技盤３０の裏面において、普通図柄作動ゲート９の近傍には、普通図柄作動
ゲート９を通過した遊技球を検出するためのセンサーなどの部材（図示せず）が配置され
ている。そして、このセンサーなどの部材には、主制御基板と電気的に接続するための配
線１１３が接続されている。
【００４６】
　普通図柄作動隠蔽部１１２の孔１１２ｂには、上記センサーなどの部材の配線１１３が
挿通される。そして、配線１１３は、孔１１２ｂ及びスペーサ１１０を介して、主制御基
板と接続される。これにより、配線１１３は、普通図柄作動隠蔽部１１２及びスペーサ１
１０の裏面に配置されるので、遊技者は、正面側から、上記配線１１３を視認することが
ない。
【００４７】
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　ここで、上述した各種の隠蔽部５ａ，６ｂ、１１２は、スペーサ１１０と一体成型され
ている。具体的には、スペーサ１１０及び隠蔽部５ａ，６ｂ、１１２を一体にした型に基
づいた成形加工が行われる。この成形加工により、スペーサ１１０及び隠蔽部５ａ，６ｂ
、１１２が一体化された部材が生成される。
【００４８】
　また、上記配線１１３は、孔１１２ｂに挿通された状態で、Ｕ字型のリブ１１２ａに引
っかけられることにより支持されている。このため、普通図柄作動隠蔽部１１２は、配線
１１３を支持可能な構成であるといえる。
【００４９】
（作用効果）
　本実施形態によれば、スペーサ１１０には、遊技盤３０と液晶表示装置７０との間に設
けられた内部部材（例えば、配線１１３など）を覆い隠すための隠蔽部（例えば、普通図
柄作動隠蔽部１１２など）が設けられているので、遊技者は、上記の内部部材を視認する
ことが不可能となり、遊技機１の外観を美しくないと感じてしまう事態が回避される。
【００５０】
　また、遊技盤３０と液晶表示装置７０との間に設けられたスペーサ１１０に、上記の普
通図柄作動隠蔽部１１２などの隠蔽部５ａ，６ｂ、１１２が設けられているので、遊技機
１において、正面から見て隠蔽部５ａ，６ｂ、１１２と液晶表示装置７０とを重ねるよう
な配置の実現が可能である。これにより、遊技機内部の部材を隠蔽するために、隠蔽部５
ａ，６ｂ、１１２の存在により、液晶表示装置７０の表示領域の大きさが制限されてしま
うことはない。
【００５１】
　従って、本実施形態によれば、遊技機内部の部材（例えば、配線１１３など）を隠蔽す
るとともに、液晶表示装置７０の表示領域の大きさが制限されてしまうことが回避できる
。
【００５２】
　また、従来では、上述した隠蔽部５ａ，６ｂ、１１２が遊技盤３０上に設けられている
遊技機があった。このような遊技機では、遊技盤３０上において、遊技球の転動可能な遊
技領域が狭くなってしまい、遊技者の遊技の興趣を損なってしまうという問題があった。
本実施形態によれば、遊技盤３０上には、隠蔽部５ａ，６ｂ、１１２が設けられないので
、遊技盤３０上における遊技球の転動可能な遊技領域を狭めてしまうという事態が回避さ
れ、遊技者による遊技の興趣を損なってしまう事態が回避される。
【００５３】
　また、本実施形態において、上述の隠蔽部５ａ，６ｂ、１１２は、スペーサ１１０と一
体成型されているので、隠蔽部５ａ，６ｂ、１１２と、スペーサ１１０とを別々に設ける
必要がない。このため、遊技機１を構成する部品数の削減が図れるとともに、遊技機１を
構成する部品の製造工程を簡略化できる。
【００５４】
　また、本実施形態において、隠蔽部５ａ，６ｂ、１１２は、スペーサ１１０から延出さ
れた部分により構成（例えば、リブ形構造などの構成）されており、普通図柄作動ゲート
９などの遊技部材の配線１１３などの部材を支持可能に構成されているので、遊技者が配
線１１３などの部材を視認不可能にするとともに、配線１１３などの部材が隠蔽部（例え
ば、普通図柄作動隠蔽部１１２）から外れて、遊技者に視認されてしまうような事態を確
実に防止できる。
【００５５】
　また、液晶表示装置７０は、ベースドア６０の裏面に取り付けられており、遊技盤３０
は、ベースドア６０の前面に取り付けられている。従来では、遊技盤３０を交換するとき
には、正常動作が行える液晶表示装置７０も一緒に交換されていたので、遊技盤３０だけ
の交換に必要なコストが高くなってしまっていた。本実施形態では、液晶表示装置７０が
、ベースドア６０の裏面に取り付けられたまま、遊技盤３０だけをベースドア６０から取
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り外すことができるので、遊技盤３０だけの交換に必要なコストを低減させることができ
る。
【００５６】
（変更例）
　上述した実施形態において、隠蔽部５ａ，６ｂ、１１２は、スペーサ１１０と一体成型
されていなくてもよい。また、隠蔽部５ａ，６ｂ、１１２は、上述した始動口６などのゲ
ート部のセンサーなどの配線や部品などを覆い隠すためのものに限定されず、遊技盤３０
と液晶表示装置７０との間に設けられた他の部材（配線、部品など）を覆い隠すためのも
のであってもよい。
【００５７】
　また、普通図柄作動隠蔽部１１２が、配線１１３を支持する方法としては、上述の実施
形態の支持方法に限定されず、他の支持方法であってもよい。例えば、普通図柄作動隠蔽
部１１２において、孔１１２ｂに挿通された配線１１３がＵ字型のリブ１１２ａに引っか
けられた状態で、さらに、配線１１３を固定するための固定部が孔１１２ｂに挿入される
ようにしてもよい。
【００５８】
　以上、本発明の実施形態やその変更例の一例を説明したが、具体例を例示したに過ぎず
、特に本発明を限定するものではなく、各手段の具体的構成等は、適宜設計変更可能であ
る。例えば、始動口隠蔽部６ｂ、一般入賞口隠蔽部５ａ、普通図柄作動隠蔽部１１２は、
実施形態の形状に限定されず、本発明の目的を達成できるならば、他の形状であってもよ
い。また、発明の実施の形態などに記載された作用及び効果は、本発明から生じる最も好
適な作用及び効果を列挙したに過ぎず、本発明による作用及び効果は、本発明の実施の形
態などに記載されたものに限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本実施形態における遊技機の外観を示す図である。
【図２】本実施形態における遊技機の各部を分解した様子を示す分解図である。
【図３】本実施形態において、スペーサが裏面に取り付けられた遊技盤の構成を示す正面
図である。
【図４】本実施形態において、スペーサが裏面に取り付けられた遊技盤の構成を示す正面
斜視図である。
【図５】本実施形態におけるスペーサの構成を示す正面斜視図である。
【図６】本実施形態において、スペーサが裏面に取り付けられた遊技盤の構成を示す裏面
図である。
【図７】本実施形態において、スペーサが取り付けられた遊技盤を、遊技盤と、スペーサ
とに分解した様子を示す正面斜視図である。
【図８】本実施形態において、スペーサが取り付けられた遊技盤を、遊技盤と、スペーサ
とに分解した様子を示す裏面斜視図である。
【図９】図８において普通図柄作動隠蔽部の周辺を拡大した様子を示す図である。
【符号の説明】
【００６０】
　１…遊技機、３…第１遊技球誘導部材、３ａ，４ａ…誘導路部、４…第２遊技球誘導部
材、５…一般入賞口、５ａ…一般入賞口隠蔽部、６…始動口、６ａ…始動口ユニット部、
６ｂ…始動口隠蔽部、７…アウト口、８…大入賞口、８ａ…大入賞口ユニット部、８ｂ…
大入賞口ユニット用孔部、９…普通図柄作動ゲート、１０…ガラス枠、１１…前面ガラス
、１３…風車、２０…皿部、３０…遊技盤、３０ａ…係止孔、３１…孔部、３２…遊技盤
ベース、３３…遊技領域、３４…ガイドレール、４０…発射ユニット、４０ａ…発射ハン
ドル、５０…スピーカ、６０…ベースドア、６０ｃ…ヒンジ凹部、６０ｄ、６０ｅ…開口
部、６０ｆ…ヒンジ凹部、６０ｇ、８０ａ…ヒンジ凸部、６１…留め部材、６１ａ…板部
、６１ｂ…回転部、７０…液晶表示装置、７０ａ…表示領域、７０ｂ…表示枠、８０…外
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枠、９０…第１ユニット部、１００…第２ユニット部、１１０…スペーサ、１１０ａ…貫
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